
粗抽出アレルゲンとアレルゲンコンポーネント特異的IgEを組み合わせることで
アレルギー診断の精度を向上させることができます。

Molecular Allergology

より安全でより正確な

ピーナッツ・小麦・卵アレルギー診療のために



アレルギー検査として現在広く用いられている特異的IgE検査。
多くは花粉や食品などアレルギーの原因となるアレルゲン原料から抽出したさまざまなタンパク質に対するIgEを測定
します。近年、バイオテクノロジーの進歩により、アレルゲンエキス中の個々の成分であるアレルゲンコンポーネント
を抽出、精製することが容易になりました。
食物アレルギーにおいては、いくつかのアレルゲンコンポーネントが日常診療で活用されるようになってきています。

食物アレルギーの治療は、正しい診断に基づいた必要最小限の原因食物の除去です。
食物アレルギーの診断は、詳細な問診による既往歴の聴取、アレルギー検査（特異的IgE検査や皮膚テスト）による免
疫学的機序を介しているかどうかの確認、そして最終的には食物経口負荷試験を実施し診断することが基本です。特異
的IgE抗体陽性は必ずしも食物アレルギー症状の有無とは一致しないため、検査結果が多項目陽性の場合は、専門の医
師にて各種検査の見直し、必要に応じ負荷試験を実施します。これらの手順は、食物アレルギーの診療の手引き2011
に【食物アレルギー診断のフローチャート】が掲載されており食物アレルギー診療ガイドライン2012にも掲載されて
おります。
アレルギー疾患の診断にアレルゲンコンポーネントによる特異的IgE測定が有用と報告されています。
これらアレルゲンコンポーネントの活用例などの情報は、食物アレルギー診療の助けとなります。

特異的lgE抗体の結果に基づいた診断の目安（例）

食物アレルギー診療に役立つ
アレルゲンコンポーネント検査の進化する

アレルギー検査
アレルゲンコンポーネントを用いた診断

＊）ファディア社内データより

ピーナッツアレルギー判定フローの目安＊）

※ピーナッツアレルギーでも f423 Ara h 2 陰性となる場合があります。
　患者さんの状況に応じて経口負荷試験を考慮します。
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イムノキャップ 特異的IgE
f13 ピーナッツ

0.35以上50未満 50以上0.35未満

イムノキャップアレルゲンコンポーネント
f423 Ara h 2

0.35以上4.0未満
0.35未満※）

経口負荷試験 ピーナッツアレルギー診断摂取開始を検討

単位：UA/mL

単位：UA/mL

特異度 95％以上となる抗体価

ありなし

ありなし

4.0以上

即時型小麦アレルギー判定フローの目安2）

単位：UA/mL

イムノキャップ 特異的IgE
f4 小麦

0.7以上0.7未満

イムノキャップ特異的IgE
f416 ω-５グリアジン小麦アレルギー症状の既往

3.5未満

小麦アレルギー診断経口負荷試験摂取開始を検討

3.5以上

卵白に加えて実施するオボムコイドの検査結果からの
加熱卵摂取判定フローの目安3）

イムノキャップ 特異的IgE
f1 卵白

イムノキャップ 特異的IgE
f233 オボムコイド

1以上11未満 11以上1未満

加熱卵の経口負荷試験 加熱卵除去加熱卵摂取開始を検討

症状の既往

粗抽出アレルゲンの中には、IgE抗体と結合する多くの
タンパク質が存在します。その中には、当該アレルゲン
に特異的なもの、存在が微量ながら症状発現に重要なも
の、重篤な症状に関連するもの、他のアレルゲンと交差
性のあるものなどが含まれ、これら個々のIgE抗体と結
合するタンパク質をアレルゲンコンポーネントといいま
す（図）。

例えばピーナッツ、小麦アレルギーでは、従来の粗抽出
アレルゲンを用いた特異的IgE検査では、原因食物の摂
取によりアレルギー症状が誘発される患者さんを陽性と
して高頻度に検出できる一方、本来症状が誘発されない
患者さんの多くを陽性と示す場合があるという課題があ
りました。

臨床症状と関連性の強いアレルゲンコンポーネント特異
的IgEの測定では、本来症状が誘発されない患者さんの
多くは、特異的IgE抗体価が低値または陰性を示します。

イムノキャップ
アレルゲンコンポーネント

ピーナッツの主要タンパク質の一つで、臨床症状発現と強い関係
性が報告されているコンポーネントです６,７）。
イムノキャップ特異的IgE f13ピーナッツに対する特異的IgE検
査の結果と組み合わせて判定することで、より安全でより正確な
ピーナッツアレルギー、非ピーナッツアレルギーの判別に有用で
す。また、危険を伴うピーナッツの経口負荷試験の実施を減少さ
せることが可能となります１,８）。
※本品は、イムノキャップ 特異的IgE f13 ピーナッツが陽性（0.35UA/mL以上）で
ある患者さんに対して用います。他の特異的IgE項目と参考基準値が異なります。

ピーナッツ
アレルギー

小麦アレルギー

卵アレルギー

イムノキャップアレルゲンコンポーネント
f423 Ara h ２（ピーナッツ由来）※

小麦の主要タンパク質の一つで、グルテンの一成分です。
本来症状が誘発されない患者さんの多くは、特異的IgE抗体価が
低値または陰性と示すため、即時型小麦アレルギー、非小麦アレ
ルギーの判別に有用であり、小麦陽性かつω-５グリアジンの抗
体価が3.5UA/mL以上であれば小麦アレルギーと90％の確率で
診断できると報告されています２）。

イムノキャップ特異的IgEアレルゲンキャップ
f416 ω-５グリアジン

卵白の主要タンパク質の一つで、他の成分よりも熱や消化酵素の
作用でアレルゲンとしての性質が失われにくいとされています。
卵白に対する特異的IgE検査の結果と組み合わせて判定すること
で、加熱卵や卵加工食品の摂取の可能性についての判別に有用で
あると報告されています３）。
この検討ではオボムコイドの抗体価が1UA/mL未満であれば加
熱卵は摂取できる可能性が高いと報告されています３）。この検討
での加熱卵は、90℃で60分加熱処理したものです。
加熱卵とは十分に加熱した卵で半熟は除きます。
また、卵アレルギーにおいては、特異的IgE抗体価と症状を誘発
する可能性の関係は年齢によって大きく異なります。このフロー
は、14ヵ月～13歳（中央値34.5ヵ月）を対象とした検討結果３）

を参考に作成しております。

実際の診断には、血液検査の結果だけでなく摂取時の症状など
詳しい問診を実施し、総合的に判断する必要があります。

活用例

アレルゲンコンポーネントによる診断の特徴

粗抽出アレルゲン特異的IgE抗体が陽性でも症状が誘発されない患者さ
んがおり、このような例の多くでは、アレルゲンコンポーネントの特異
的IgE抗体価は低値または陰性を示します。

●臨床的特異度の向上1-3)（即時型アレルギーの診断補助）

小麦依存性運動誘発
アナフィラキシー
（WDEIA）

WDEIAでは、小麦やグルテンの特異的
IgE抗体は約半数の例のみに検出される
に過ぎませんが、ω-5 グリアジン特異的
IgE抗体は、約80％に検出されます4）。

●臨床的感度の向上4,5)（特定疾患の診断補助）

（図）粗抽出アレルゲンと主なアレルゲンコンポーネント

粗抽出アレルゲン

●：アレルゲンに特異的なコンポーネント
●：重篤な症状に関連するコンポーネント
●：含有量が少ないコンポーネント
●：他のアレルゲンと交差するコンポーネント
●：IgE抗体と反応しない成分

粗抽出アレルゲンとアレルゲンコンポーネント
特異的 IgE を組み合わせることでアレルギー
診断の精度を向上させることができます。

藤田保健衛生大学医学部　客員教授
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イムノキャップ特異的IgEアレルゲンキャップ
f233 オボムコイド



加工食品の原材料表示の推奨項目へ新たに
ゴマ、カシューナッツが追加されました
消費者庁は、平成 25 年 9 月に加工食品にアレルギー物質として特定原材料の表示を推奨する品目に、ゴマとカシューナッツを追加しました。
表示推奨品目の場合では、必ずしも表示されていないことがありますが推奨されることで、積極的に表示する企業が多くなっていくと思います。
関連業者は、当該2品目の表示を平成26年 9月から努めるようになります。
このような特定原材料等の見直しは、定期的に実施されている全国調査などの結果を踏まえ、新たな知見や方向により適宜行われています。
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規程 特定原材料等の名称 イムノキャップで測定可能なアレルゲン

省
令
で
表
示
を
義
務
付
け
て
い
る

特
定
原
材
料
等
の
名
称

卵 卵白、卵黄、オボムコイド

乳
ミルク（牛乳）、チーズ、

カゼイン、α - ラクトアルブミン、
β - ラクトグロブリン、モールドチーズ

小　麦 小麦、グルテン、ω-5 グリアジン
そ　ば ソ　バ
落花生 ピーナッツ、Ara h 2
え　び エ　ビ
か　に カ　ニ

通
知
で
表
示
を
推
奨
す
る

特
定
原
材
料
等
の
名
称

大　豆 大　豆
くるみ クルミ

　カシューナッツ＊ カシューナッツ
　ご　ま＊ ゴ　マ

りんご リンゴ
も　も モ　モ

キウイフルーツ キウイ
バナナ バナナ

オレンジ オレンジ
やまいも ヤマイモ
いくら イクラ
さ　け サ　ケ
さ　ば サ　バ
い　か イ　カ
鶏　肉 鶏　肉
牛　肉 牛　肉
豚　肉 豚　肉

ゼラチン ゼラチン
あわび

血液検査の項目にはありません
まつたけ

赤字：イムノキャップ
　　　アレルゲンコンポーネント

* アレルギー物質を含む食品に関する表示について
  （平成25年9月20日付け消食表第257号）より




